
阿賀野市条例第５１号 

   阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則（令和２年阿賀野市規則第２

６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

  給料表 

職務の級 １ 級 

号給 給料月額 

 円 

１ １９８，２００ 

２ １９９，９００ 

３ ２０１，６００ 

４ ２０３，３００ 

５ ２０５，０００ 

６ ２０６，７００ 

７ ２０８，３００ 

８ ２０９，９００ 

９ ２１１，５００ 

１０ ２１３，０００ 

１１ ２１４，５００ 

１２ ２１５，９００ 

１３ ２１７，３００ 

１４ ２１８，８００ 

１５ ２２０，３００ 

１６ ２２１，８００ 

１７ ２２３，２００ 

１８ ２２４，６００ 

１９ ２２６，０００ 

２０ ２２７，４００ 

２１ ２２８，８００ 

２２ ２２９，８００ 

２３ ２３０，９００ 



２４ ２３２，０００ 

２５ ２３３，０００ 

２６ ２３３，８００ 

２７ ２３４，７００ 

２８ ２３５，５００ 

２９ ２３６，４００ 

３０ ２３７，２００ 

３１ ２３８，０００ 

３２ ２３８，８００ 

３３ ２３９，６００ 

３４ ２４０，１００ 

３５ ２４０，６００ 

３６ ２４１，１００ 

３７ ２４１，７００ 

３８ ２４２，２００ 

３９ ２４２，７００ 

４０ ２４３，２００ 

４１ ２４３，７００ 

４２ ２４４，０００ 

４３ ２４４，３００ 

４４ ２４４，７００ 

４５ ２４５，１００ 

４６ ２４５，５００ 

４７ ２４５，９００ 

４８ ２４６，３００ 

４９ ２４６，６００ 

５０ ２４６，９００ 

５１ ２４７，２００ 

５２ ２４７，５００ 

５３ ２４７，７００ 

５４ ２４８，０００ 

５５ ２４８，３００ 



５６ ２４８，６００ 

５７ ２４８，８００ 

５８ ２４９，１００ 

５９ ２４９，４００ 

６０ ２４９，６００ 

６１ ２４９，８００ 

６２ ２５０，１００ 

６３ ２５０，４００ 

６４ ２５０，６００ 

６５ ２５０，８００ 

６６ ２５１，１００ 

６７ ２５１，４００ 

６８ ２５１，６００ 

６９ ２５１，８００ 

７０ ２５２，１００ 

７１ ２５２，４００ 

７２ ２５２，６００ 

７３ ２５２，８００ 

７４ ２５３，１００ 

７５ ２５３，４００ 

７６ ２５３，６００ 

７７ ２５３，８００ 

７８ ２５４，１００ 

７９ ２５４，４００ 

８０ ２５４，６００ 

８１ ２５４，８００ 

８２ ２５５，１００ 

８３ ２５５，３００ 

８４ ２５５，６００ 

８５ ２５５，８００ 

８６ ２５６，０００ 

８７ ２５６，３００ 



８８ ２５６，６００ 

８９ ２５６，８００ 

９０ ２５７，１００ 

９１ ２５７，４００ 

９２ ２５７，６００ 

９３ ２５７，８００ 

９４ ２５８，１００ 

９５ ２５８，４００ 

９６ ２５８，６００ 

９７ ２５８，８００ 

９８ ２５９，１００ 

９９ ２５９，４００ 

１００ ２５９，６００ 

１０１ ２５９，８００ 

１０２ ２６０，１００ 

１０３ ２６０，４００ 

１０４ ２６０，６００ 

１０５ ２６０，８００ 

 備考 この表に定める給料月額に１００分の９９．５６を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額）を給料月額とする。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の

給与に関する規則（以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。）の規定は、

令和７年４月１日から適用する。 

 （令和７年１２月分の給与） 

２ 令和７年１２月分の給与については、改正後の会計年度任用職員給与規則にかかわ

らず、改正前の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則に基づいて支

給するものとする。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の阿

賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。 


